
1 
会議等への出席に係る費用弁償の支給額試算

試算にあたっての前提（各案共通）

(1）平成 24年度の会議開催実績をもとに算出。

(2）試算の便宜上、支給対象会議は、①本会議、②運営委員会（理事会を除く）、③常任・特別委員

会（予算・決算特別委員会を含む）と設定。

(3）本会議など、全議員が出席する会議については、全議員が l回登庁した際の合計額（A）に開催

回数を乗じて算出。

(4）常任委員会等については、 Aの額を議員数（86人）で除して得た一人当たり平均支給額に、開

催回数及び所属委員数を乗じて算出。

E 実費支給：自宅から市会棟までの公共交通機関の往復運賃又は車賃を支給

年間支給合計額（試算）：約 300万円

※試算では、全議員が最も経済的な通常の経路により、自宅から公共交通機関を利用して市

会棟に登庁する際の交通費を算出

雇ヨ実費相当分支給：市会棟のある中区を基準として、交通機関にかかわらず居住す

る行政区で定額（下枠）を支給

年間支給合計額（試算）：約 1,100万円

! I, 000円：神奈川区、西区、中区、南区、磯子区

" 2, 000円．鶴見区、港南区、保土ケ谷区、旭区、金沢区、港北区、栄区 ! 
! 3, 000円：緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、泉区、瀬谷区

劃案l又は案2による支給に加え、日当（横浜市旅費条例に定める特号の額乱 300円）を支給

ア 案 1＋日当日・年間支給合計額（試算）：約 2,000万円

イ 案 2＋日当・・・年間支給合計額（試算）：約 2,800万円



2 
費用弁償の支給について（案）

1 支給の範囲

現 行 万，.r..之． 更 （案）

横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及 現行条例による支給に加え、

び期末手当に関する条例において ①地方自治法に基づく会議等（本会議、

（費用弁償） 委員会等）への出席

第5条 議員が職務のため市外に出張した ② 市内に出張したとき（委員会視察等）

ときは、費用弁償として旅費を支給する。 を支給対象とする。

と規定され、市外に出張したときのみを支

給対象としている。（行政視察等）

2 支給の額

現行 i 変更（案）

横浜市市会議員の議 I, 市外に出張したときは、現行どおりとする。

員報酬、費用弁償及びI2 支給範囲を拡大するもの

期末手当に関する条例rm一五議書ス両日語一一…一一－－－－rR－－市内に出張した正証）
において ri:－，一一一一一通説明一 一 「嘉子1長長語一 一一一

（費用弁償） I 自宅から市会棟までの公共交！ 市外に出張したときと同

第5条省略 I 通機関の往復運賃又は車賃を費｜様に、旅費のみを費用弁償

2 前項の旅費は、横l用弁償として支給 ｜として支給（横浜市旅費条

浜市旅費条例（昭和II自宅から市会棟までの直線往｜例、特号の額）

2 3年 10月横浜市I復距離× 37円）

条例第73号）中、 I量三一実語通当瓦支福一 一一
特号の者に支給する

額により、同条例を

準用してこれを支給

する。

と規定され、市外に

出張したときは、特号

の旅費を支給とされて

いる。

市会棟のある中区を基準と

して交通手段にかかわらず居住

する行政区で定額を費用弁償と 案2 実費支給等

して支給 ｜ ①の会議等への出席に要

I, 000円．神奈川、西、中、南、 ｜する経費に加え、市内の出

磯子 ｜張に係る旅費をあわせ費用

2, 000円：鶴見、港南、保土ヶ谷、｜弁償として支給（横浜市旅

1也、金沢、港北、｜費条例、特号の額）

栄

3, 000円：緑、青菜、都筑、戸塚、

泉、瀬谷

案3 案 lの実費支給又は案2

の実費相当分に加え、日当（横

浜市旅費条例、特号の額 3,300 

円）を費用弁償として支給



見え消し部分：削除
アンダライン部分 ：追加

横浜市会議員の海外視察取扱い要綱（変更案）

（ 目 的）

制 定昭和58年 6月27日

最近改正 平成22年 4月 1日

第 1条 議員の海外視察は、議員が海外都市の議会運営及び行政事情を

視察し、もしくは諸外国との友好親善を促進するため実施し、もって

市政の発展に寄与す る ことを 目的とする。

（資格要件）

第 2条 議員は、任期中（原則として l回）海外視察を実施できる。岳

チジ I 主義呂 J... 7 勺 F 刀1玄X原来仇守つ本戸？苧占生長 チーヲ晶子l、甘日間¥1I.斗 R~ ？

（実施方法）

第 3条 海外視察は、議長が編成する視察団又は議員が視察目的を設定

して編成する視察団により実施する。団の編成は、原則として議員 8

人以上とし、 議会局書記を随行さ せ ることができる。 また、経歴が 2

年に満たない議員を参加させる場合は、その経験を考慮する 。ただし、

次の方法に よる場合は、 議長（団長会）の個別 の承認を得て、この例

外として実施す ることができる。

(1）全国議長会の実施する視察団に参加す る。

(2）議員の海外視察を主目的とする調査団に参加する 。

(3）本市その他公共団体の主催 ・企画する親善・交流の視察団に参

加、または会議に出席する。

（調整方法）

第 4条 年度別実施計画、会派別参加数の割振り等の海外視察に関する

事項は、あ らか じめ団長会議において調整する。

2 各議員の視察参加形態は、 会派（団長）において調整する。

3 



（視察手続）

第 5条 視察をしようとする者は、海外視察団参加申込書（様式 1）又

は海外視察願書（様式 2）に目的、場所、期間、調査事項等を記載の

上、議長あてに提出するものとする。

（ 旅 費）

第 6条 旅費は、横浜市旅費条例、横浜市外国旅行の旅費に関する規則

（議長及び副議長は特 1号、その他の議員については特 2号を適用）

を準用する。ただし、航空機の使用は原則としてビジネスクラスを上

限とする。

2 旅費の限度額は、 12 0万円とする。ただ L、 1期のさ §l士、きり

寸三t口］し可ト Z

（視察報告）

第 7条 議員は視察終了後速やかに議長あて海外視察報告書（様式 3) 

を提出するものとする。視察団により視察した場合は、参加者全員

で作成した報告書を提出する。また、視察の内容について、各議員聞

での共有を図るものとする。

（適用除外）

第 8条 正副議長が議会代表として実施する海外出張及び友好都市・友

好港の公式訪問等市長からの要請による海外出張は、適用除外とする。

（帝国目の決定）

第 9条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、団長会議の

意見を聞いて、議長が定める。

附則

この要綱は、平成 15年 6月26日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年 4月 1日から施行する。



4 

基本的な論点（ 5 ) 「議員の政治倫 理、報酬、政務調査費、研修」に関する検討項目についての協議結果

基本的な論点 論点に対する 会派等提出の検討項目

会派検（抽等討象項提化出目） の
提案

協議結果

大分類 中分類
会派

検討内容 備考

横浜市会議員が市民全動体にの取奉仕者として、公正かっ；青廉を基本姿勢とし、常に政治倫
理意識に徹した議員活 り組むに当たって、必要な事項を定めることを目的とした
横浜市会議員政治倫理条例や要綱を制定することについて協議した結果、

（多数意見｝

横浜市会議員が市民全体の奉仕者として、公正かっ清廉を基本
市会独自で寄附禁止事項や団体役員などの兼業

横浜市会議昌[;6嘗に政治i歯理需識に徹！.＜左謹量活動に虫U組んでおlLIlH主主l<L

a政治倫理 ヨコ会
姿勢とし、常に政治倫理意識に徹した議員活動に取り組むに当 政治i歯理条飽l宝！事組盆鎧設置｜宮支盈必悪l主tJ;い2

たって、必要な事項を定めることを目的とした横浜市会議員政
禁止を規定するなど、市民にわかりやすく理解協力 合後車引童綜童ョ市医＠急託に応孟盈立鐙，政治I宣理!!2白tに墾鈴，公正及び話芸に

治倫理条例や要綱を制定する。
を求める事項を強調する。 E撞音量令2！.，，岳つ市~!!2i主表と」玄良心及謡音i王様盈梼2で2 品位t:.i墨培 1，，識!l.ま

巷2J:;2Y主主てい豆a

（少数意見）
議会基本条例を制定し、議会・議員の役割などとともに規定すべきである。

公明 議員報酬の適正額の考え方

（ 帽ーーーーーーーーー a司胃・ーーー・・・・・ーーーーーー旬開・・・・・ーー・ーー・・・・・－－－開園．．．．．．．・・・・・・・司句”・明圃圃・ーーーーー・・・圃国向崎司”ーーー・・ ・・・・・・・・ーーーーーーー””・句””’・・・ーー・・・・・・・M・・－－開園・ーーーーーーーーー・・・・・・・ー・・・・ 議員報酬については、地方自治法の趣旨を踏まえ、横浜市の財政規模、事務の範囲、

5 
議会及び議員活動に専念できる制度的な保障、公選としての職務や責任等を考慮し、議
論するべきであることを踏まえ、そのあり方や適正額について協議した結果、

） 

議
① 

横浜市の議員報酬は、全国の市町村で最高となっている（名古 （多数意見〉

員 政 共産
屋市と大阪市は現在減額中）。厳しい財政状況のなか、議員も

議員報酬を2害1）削減し、政令市平均並みとする。
当季員令（横浜市会謀本条例の告1Jl'EIこ関する調杏特~If季員会）では． 「市会が干の役

の 身を削るべきだとの声があがっているが、身を削るのなら議員 害問玄室長に勢揖L<:rい王立め‘市会!!2立；査機能牽畠自由Il!'J;どs市令!!2自主也・自達也tJ;

政
5＇ロ' 

b議員報酬 定数の削減ではなく議員報酬の削減が有効である。 £i草堂一星推進レエい三ヒで当市会議昌とL<:r包活動笠議会活動!!2ll'l 1iなど宣明確に

治
倫 すIit:.主主2 某本条盟＇1!!2i!I霊：に園す盈詞杏・検誼牽符2ζとa l査i1議室｛生とLで議論L

倫
E里 ている」eんから‘」の議論を経たif,，（：＇；、専に応じて別 i全協議するの
、

理
幸E （少数意見）、 ーー・・崎色白”・・ ーーー・・・・・副胃胸骨・ーー－－－－－－－－－－－司胃再開園・ーーーー・・・・・・・M・－－崎開園開・・・・ーーーーーーー・ー阿，・－－－－－－－－－－－－－－ ー－－・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・同．，．．．．．．．．．．．．・・・・・H且－－・F縄開園．．．．・・・・

報
酬 全体の経費という観点から、議員報酬、費用弁償、政務活動費、議員定数について全
、

酬 政
体的に議論すべきである。

、
務 ヨコ会 正副委員長報酬の見直し（廃止等） 報酬の廃止

政
との意見に分かれたが、多数意男aをもってi央官した。

務
調
査

調
費

査
費 費用弁償については、横浜市会は、平成19年度より目額支給の費用弁償を廃止、

研
し、 「議員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給す

修
る。 Jと条例に規定し、市外に出張したときのみ支給しているが、費用弁償は、
「その職務を行うため要する費用」の弁償であることから、支給の範囲等について

民主
通常ノレートによる交通手段を設定し、実費相当の交

協議した結果、
実費相当の交通費を支給

通費を支給すべき。
｛多数意見〉
会議筈に出席した場合においても実替相当の費用弁償を安給するn

c.費用弁償
（少数意見〉
• )llj途協議する。
－現行どおりとする。

ーーーー・ーーーーー’胃開・・・・ーーー・・・・旬ー『胃圃．．．．．．．．．・・・回－－－－－－－－－－－－－－－ーー・』“ーー同開園・・・ーー・・・・・・M』『胃．．．．．．．．． ．ー・・ーーー句”・・・・・・・・・・ーーーーーー・・・幽司歯周同『問問．．．．・・・・・・・・・・・・ー－－ー司ー，開．． ， ・全体の経費という観点から、議員報酬、費用弁償、政務活動費、議員定数について全
体的に議論すべきである。

2 議員活動の制度的支援については、地方自治法が改Eされ、新たな政務活動費の範

公明 議員活動の制度的支援 議員活動費、秘書制度、交通費の支給 固において、議員の調査研究その他の活動に資する経費の一部が対象となったが、そ
の他公費における新たな制度的支援について協議した結果、
公費にt;21土るまE左往量IJ庭的安擦についIl<6法的に誕」いこと虫、l2，現行どお日と主
盈こと室舎会一致室主12て決重Lt:.固



基本的な論点 論点に対する 会派等提出の検討項目
会派等提出の

協議結果
検討項目

大分類 中分類 （抽象化） 提案
検討内容 備考

会派

民主 政務調査費の使途基準
使途基準は、都市に働く議員として幅を持たせるべ 政務活動費は、地方議会の活性化を図る趣旨から、議員の調査活動の基盤を充実強化
き。 するために必要なものであるが、その使途基準ゃあり方について協議した結果、．帽・・・・．．．．・・・・・・・ーー同”・・・ーーーーー・・ーーーー・－－伺『・・ーーーーーー・・・・・ーーー・・・回・－－－－－－ーー開’・・・・・・・・ーーー・ーーー・・・・・・・．．ーーーーーーーーーー・”・・・・・－－・ー』『『・・・・・・・ーーーーーー・・・・・・・・・・・・・M旬開司司”・開．．．

公明 政務調査費のあり方 実費弁償移行等 ｛多数意見〉
ー・．．．．．．．．・・・・・M開F 胃圃圃・ーーー・・・・・・・・晶ー恒例明・ーーーーー・・・・・・・・圃圃・－－－－』司F 胃開胃押開『・・ーーーーーー－－－－ー－－－－－岨幽幽伺咽 司ー”・”’・－ーー・旬開・・ーーー・・・・・開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーーーー『・”ーーーーー・・ーー 士th.方自治；圭f!2法正に佳い， t童返市会政務誼杏菅f!2をi立に園す~条12!1がー音ll1i正まれ．

iii立に政務：孟動萱とし主侍主主某準が条直＇Jjに明記室れ色」とa ま立s すベIf/2~百収書f!2茸

d政務調査費
し署名公開しているこJでから、玉県仔Fおりの取り扱いJーするa

政務調査費は、きちんと議員活動を行うために、調査を行い、 ・政務調査費は、領収書の公開だけでなく、調査研 〈少数意見〉
共産

市民に報告するために必要なものであるが、その一方で第二の 究報告書など成果物と会計帳簿も公開するロ 議会活動にどう生かすのか、生かされたのかを含め公開する。
報酬などともいわれており、市民合意が得られているとは思わ －政務調査費の金額は、市民参加で妥当かどうか 市民が見やすい公開場所を設置し、期間を定め、領収書及び成果物等を公開する。
れない部分がある。 検討し、市民の理解をえられる適Eな水準とする。

との意見に分かれたが、~数意皇室主12I決産した。

横浜市会議員の海外視察は、議員派遣制度により実施しているが、議員派遣制度は平
成14年の地方自治法の改正により、議会の調査権の一部として、同法第100条第13項で新

（ 

① 
たに規定されたもので、横浜市会の「横浜市会議員の海外視察取扱い要綱Jによる運用

5 では、議員としての経歴が2年に満たない期間は実施できないこと、また、 1期議員と
政 2期以上の議員とで旅費限度額に差を生じさせている。

） 

；・ロ"' 公明 海外視察の公費負担のあり方 議員は、市民から選挙により選ばれた公職にある者として、かつ合議制の議事機関で

E華
倫 ある議会を構成する一員として、等しくその役割を担うものであることから、議会の調

員
E浬 査権の執行にあたって、調査を行う議員で差があること等、海外視察の公費負担のあり、

方について協議した結果、の 報
政

酬 ｛多数意見）；ムロ 、
e 議員派遣 海主主担容f/21軍国に当た2で!;6!l!l守どお＇l言語昌とJ..,I包経歴が2年に満立主い瑚閏l正倫 ー・．．．．．．．． ー唱”””ーーーーーーーー・・ーーーー－－－胸骨胃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・－－同戸開胃・・ーーーーーー・・ーーーーーー－－－－－－－－－－－帽陶 ー’・ーーーーーー・・圃圃圃酬・・・・・ーーーー・・・・・・・・・回・ー－－－－－胸．曹関同’”・・・・・・・・ーーーーー

政 実施できないこ止止し、旅費限唐舗は、一律同組止するのま庁、報告書の公開についてE浬 務、 !;6 !.l!hど盆U符い2 市医へf!2惜醤穆盤及び謹昌聞:r'.f/2情豊！＆i守宥量図2玄い三a

事量
調 現在、議員l人あたり l期4年間で120万円、 l期目の議員は3

酬
査 年目以降60万円を限度とする海外視察費が計上されている。海 〈少数意見〉

、 費 外のすぐれた事例を調査することは横浜市政のために役立つ場 • 2年に満たない期聞を概ねとし、旅費限度額は、現行予算の範囲内で一律同額とす

政 合もあるが、そあうであれば、 1期の議員は60万円を限度とする 海外視察は、現政行務の調公査費費にでよ行るい海、外金視行察程はと廃領止収す書 る。

務
共産

という差別がるのはおかしい。
を公開する。 ・海外視察は、議員派遣制度ではなく政務活動費で実施する。

調 近年、地方財政は厳しい状況におかれ、観光まがいの海外視察
る。 ・議員派遣としての海外視察は廃止する。

・査 に対して市民の批判があがっており中止・凍結している議会が ・視察報告書は速やかに提出し、本会議に報告するとともに公開する。

費 多い。
、 との意見に分かれたが、金盆怠旦主主ユ工法星した。

研
修

横浜市会の議員定数については、平成23年改選において92人から86人と 6減とした
が、平成27年改選に向け協議した結果、

t議員定数 遅百とお茎El<2fi年第4国産12!1会主玄に園長会議及び市会L軍営季昌舎に怠い玄s平成22
年国塾週杏f!2確富Ji!に某づ三誼た怠各選挙区選出謹昌数筈f!2必事ti;~J21.icx正査特2 」と
盈今金一致宣車2工法宮！.，，~.

改選後の新人議員に対する研修会や説明会及び議員連盟が、その活動を通じて特定の
、 市政の課題等に関する議員問の共通認識を深めるため、議員を対象として行う研修会の

②研修 制度的な位置付けについて、協議した結果、
i主表者虫、Sf/2自請に某づ室a議長が丞認」玄白2議会f!2議昌砲鐙とすること盈今会一

致手もって決定した内

2 
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一分一－w内
μ
一

一立旦
一線一一下一一所一一社国一一更一：

 区づくり推進横浜市会議員会議運営要領（変更案）

制 定平成 6年 5月25日

最近改正平成25年 月 日

1 目的

本市における個性ある区づくり推進費笠について協議するため、各区に区づく

り推進横浜市会議員会議（以下「会議」という。）を置く。

2 招集

会議は、市会議長が招集する。

3 構成

会議は、当該区選出の市会議員をもって構成し、互選による座長を置く。

4 量重量事項

個性ある区づくり推進費に関して協議するn また、区の主要事業（区内におい

て局が行う事業及び区配事業を含む）に関して必要に応じ協議する伺

5 説明員

区長及び区局関係職員とする。

6 開催内容及び開催時期

開催内容及び開催時期は、次のとおりとする。

( 1 ）個性ある区づくり推進費の翌年度予算案に関して、予算特別委員会の審査日

程を考慮して開催する。

( 2）個性ある区づくり推進費の当該年度執行計画等に関して、 6月頃開催する。

( 3）個性ある区づくり推進費の前年度実績と当該年度の執行状況及び翌年度予算

編成の考え方に関して、決算特別委員会の審査日程を考慮して開催する。

( 4）局が行う事業及び区配事業を含む区の主要事業に関しては、上記開催時に必

要に応じて適宜協議する内



7 事務笠

_LlJ_会議の事務は区長が行い、会議の概要を記載した議事録を作成する。

( 2）議事録は、会議の日時、場所、出席者、議題及び発言の要旨を記載する。

( 3）座長は、議事録を議長に提出するの提出された議事録は、議長において、こ

れを公開するの

附則

この要領は、平成 年 月 日より施行する。

ぐ、

' 



J 

区 づくり推進横浜市会議員会議運営要領

1 目的

制 定平成 6年 5月25日

最近改正平成 16年 12月10日

木市における個性ある区づくり推進費について協議するため、各区に区づくり

推進横浜市会議員会議（以下「会議」という。）を置く。

2 招集

会議は、市会議長が招集する。

3 構成

会議は、当該区選出の市会議員をもって構成し、互選による座長を置く。

4 会議事項

個性ある区づくり推進費に関すること。

5 説明員

区長及び区役所関係職員とする。

6 開催内容及び開催時期

開催内容及び開催時期は、次のとおりとする。

( 1 ）翌年度予算案に関して、 2月頃に開催する。

( 2）当該年度執行計画等に関して、 6月頃開催する。

( 3 ）前年度実績と当該年度執行状況、翌年度予算編成の考え方に関して、 10月

頃開催する。

7 事務

会議の事務は区長が行い、座長は会議の概要を議長に報告する。

附則

この要領は、平成 16年 12月10日より施行する。



6 
大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関する検討項目についての協議結果

基本的な論点 論点に対する 会派等提出の検討項目
会派等提出の

協議結果検討項目
大分類 中分類 （抽象化） 提案

検討内容ー 備考会派

横浜市は、我が国の経済をけん引する役割を果たしていく責務があるが、現行の
指定都市制度では、その能力を十分に発揮できるような制度的位置づけになって
いないこと、また、市民の暮らしを支え、さらに経済を活性化していくために
は、大都市横浜が持つ力を存分に発揮できる制度が必要であることから、特別自
；台市制度を目指している。

特別自治市制度に関しては、現在、大都市行財政制度特別委員会及び政策・総

①規模の大きな自治体においては、一人の長によって民意を汲 務・財政委員会において議論が行われていることから、現行制度において議会が
むよりも、各区より選出された議員達によって予算編成と行政 地方政府の形態は二元代表制のみでなく地方 区に関与する仕組みについて協議した結果、
執行を行う方が、きめ細かい民意の市政反映を可能にする。② 議院内閣制等を導入可能とする地方自治法改
規模の大きな自治体の議会では政党政治（会派運営）が定着し 正を国に要望する。住民投票によって横浜市会 1 蛍i王季昌会の審杏において11.必翠に応じ季昌令と l!て区長の出席を求めた

a地方自治制度
国政との連動も顕著である。党議拘束を生かした政党政治を行

と横浜市長の権限配分を決定出来る自治法べ 場合、当該区長は、説明昌として出席する扱いとする」とを全会一致をもって
民主 うのであれば議院内閣制を採用するべきで、少なくとも自治体

が最適な政府形態を選択可能な状態にするべきである。③自治 改正し、議会から政策リーダー（首相）を選出、 決定した。

体規模によって政治体制を柔軟に住民投票によって決定できる 首相が局長を任命、内閣を組織し、内閣におい
2 予算・；去算特lllJ零昌舎の居別審査において11.局去、ら区への予算益事業もあ

ことは世界標準であり、住民の意思によって二元代表制か議院 て予算編成と行政執行を行う。市長は対外儀礼

内閣制かを選択できる自治法とすべき。そうすることで地方議 的事項を担い、議会に政策提言を行う。 る」己ニ必0_，区長の出席を求める通告"/J5あ2立場合当当該区長11,. 説明昌と~
（ て出席する扱いとする」とを全会一致をもって決定’した内
6 会の存在価値そのものを住民意思によって決定できる。

） 

区づくり推進横浜市会議員会議の運営において、3 

大 ①協議事lll1. 個件ある区づ~u推進曹に加え当局岳ら IRへの予筆及び事業
都

、
に係る区主悪事業とする」とを全全一致をま』2て決:¥EL!左a

市 ② 予算・法算についでの開催11.市会におはる予算・法主主の審議・審杏の前

自 に開催 l凸協議内容が生岳室れるものとする」とを全会一致を皇2て決窟~
，ごムロ 主』

③ 令謹の議事録を｛生成町22え議長に提出し当議長l基議事録を公開することを
お 全全一致署長も2て法定l!たa

lナ b区への権限移譲 民主 区への権限移譲にともなう議会としてのチェック機能のあり方 現状の区づくり推進会議にチェック機能はな ④会議の公開は、
る b、 （多数意見）
5義

。

会
・各区ごとに協議kて進めるべきである盆
（少数意見）

の
あ

－各区施設商等の課題があることから、現行どおりとする。

方 との意見に分かれたが、多数煮貝をもって決定した。

※ 会議の公開については、市民局及び各区と調整

議長への議会招集権の付与、臨時議会の活動
⑤ 令謹の性格11.当面当理符どおU墓古百で設脅する議長の招集会議とし当金制限の撤廃など議会活動の自由度の拡大、意

c国に対する働きか 見書に対する関係省庁等の誠実回答の義務付
ff,区への権限移譲や機能・組織体重I｛の強化を提え当特ZJIJ季昌会や納方自治

ヨコ会 法第100条第12l百に慕づく協議の場など止する」とを検討するの京た、条例
lナ け、並びに地方議会議員の責務の法的明確化

及び活動基盤の強化など、横浜市会として地方 に規定~令謹のi立青位l土~明確にする」とを全会一致与を皇2て決宮し左a

六団体と連携を図るとともに国に対し地方自治
4 議会11.必専があると認めるとき11.区で執行主れる事務その他区の符政に法の改正を強力に求めること。
ついてs 自体的かつ個別的に検討する場を設置すゑ」とを全会一致主任主12て；去
宮したa



大分類（3）「議会と執行機関の関係」に関する検討項目についての協議結果
7 

基本的な論点 論点に対する会派等 会派等提出の検討項目（詳細）

提出の検討項目 協議結果
（抽象化） 提案

大分類 中分類 会派 項目 検討内容 備考

民主 本会議 本会議における一問一答方式への変更
1質疑・質問の形態について

－質疑・質問方法 一括方式で実施している本会議での質疑・こ質と問にをつ審L議上、質問者が一括方式、分割
方式、一問一答方式の質問形態を選択する 、て協議した結果、

，．．ーーー・・・・M
伺，．．．．．．．．．・・・

・議会と行政の関係について（二元代表制における役割を明確にす ーーー・ーー・－－『・・・・・・・・ーーーーー・』ー””・・・ーー・・・・・・・ー胃旬F『『『田・ーーー （多数意見）
（ 

議会と行 るために） ー梧方式と公割芳式の撰担割として宴摘するa

3 みんな
政 一問一答方式の実施

） －自席での「一問一答方式J導入 （少数意見）
．．．・・・・・－・崎町 ．．．．．．．．．．・・・ ・・・・・－－帽・・・ーーーーーー－－－－・・句．．．．．．．．．．．．．．．噌崎”ーーー．．．．．．．． 現行どおりとする。

議 1質疑・質問の形態
会

② 
・一括方式 との意見に分かれたが、多数意周存もって決定した。

と －分割方式
執

質 b一問一答 ・一問一答方式 2 質疑・質問の形態に即した議場の改修について
行

疑
現状では、一括方式を採用しているが、審議上、質問者が質問形 本会議での質疑・質問の形態により、質問者と答弁者の対面式や自席発言などが考

機 態を選択制とするか。 えられるが、どの程度までの改修が必要かについて協議した結果、
関 （多数意見）
の 当局 本会議 2 質疑・質問の形態に即した議場の改修 現行どおりとする。
関 －演壇
係 －対面式演壇 （少数意見）

・自席発言 －できる範囲で改修する。
質問形態により、どこまで議場の改修が必要か。 －最低限の改修をする。

との意見に分かれた。（H24.11.26委員会）



8 
基本的な論点『（1）議会・議員の活動原則」Iこ関する検討項目についての協議結果

※基本的な論点に基づき、各会派から提出された検討項目を整理した。その実施の有無を含め協議する。 No.1 

基本的な論点 論点に対する会派等
会派等提出の検討項目

提出の検討項目 他都市における特徴ある取り組み 横浜市会の現状 協議結果

大分類 中分類
（抽象化） 提案

検討内容
会派

各都市とも議会基本条例の前文で「住民の代表機関としての役割等Jを明記
《考え方》

【規定例】
表横で浜あ市り会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成される市民の代

、市民自治の要である。
－住民が自治体のば長れ及び議会の議員を直接選挙するというこ元代表制の下、三重県民 日本国憲法は、地方公共団体の制度として、議会の議員と長をそれ
の代表として選 ている議員と知事は、それぞれが県民の負託にこたえる責務を

ぞれ住民が直接選挙し、議事機関としての合議制の議会と執行機関負っている（三重県）
として独任制の長とによる二元代表制をとっており、議会と長とは、相

－地方分権時代のさなかにあり、地方自治体の自己決定権の拡大が進むのに伴い、議 互に独立・対等の立場で、互いに尊重し、抑制と均衡を保ちながら、そ

員代の合議体である県議会は、知事ととともに県民の直接選挙により選出された県民の れぞれの特性を活かし、適切にその役割を果たすことが求められてい

表であるというこ元代表制の一翼を担のう存在として、その果たすべき役割及び責務 る。
a.位置付け 民主 市政における議会の位置付けを明確にする。 がますます増大してきており、県議会 あるべき姿を再確認し、明確にすることが求 近年、地域のことは地域が決める市民自治を実現するという地方分

められている（福島県） 権社会入の転換が進められ、日本最大の市である横浜市において

－私たち名古屋市会は、選挙で選ばれた議員で構成されれぞるれ市民の代表であり、市民知
は、大都市特有の課題をはじめとした多くの市政課題が復雑高度化
する中、横浜市会が多くの権限と責任を担う大都市の議会として、市

事の要である。憲法は、地方自治体の制度として、、そ 直接市選挙で選ばれた議員 長その他の執行機関に対する監視及び評価並びに政策立案及び政
からなる議会と市長とによる二元代表制をとっており、議会と 長とは、相互に独立

策提言など議会が果たすべく機能を最大限に発揮していくためには、
対等な立場で、緊張関係を保ちながら、市政を運営していく仕組みとなっている。す

横浜市会の伝統を重んじながら、既存の枠組みにはとらわれない柔
なわち、議会は市の方針等を決定し、市の仕事が適切に行われているかをチェック
し、一方、市長は、行政の執行責任者として、市の施策を実と施が期し、両者がそれぞれ適 軟な姿勢を併せ持ち、自らの改革及び機能強化に継続的に取り組ん

切に役割を果たすことで、よりよい市政を実現していくこ 待されている（名古 でいかなければならない。

屋市）
との考え方について、全会一致査士2つ玄決定した。

－ニ元代表制における議会の地位・使命・責
各都市とも議会基本条例において議会の活動原則として「議会の使命」、 「議会運

自民 務・権限 営の原則J、 「議会の役割・活動原則」、 「議会の機能強化」、 「長との関係J定、
議会の説明責任」、 「県（市）民との関係」、 「広聴広報」などの項目を規

（ ・議会の機能強化
ーー司胃・．．．．．． ー－－－－－－－－－・幽・・ー旬，．．．．．．．・・・・・・ーーーー『・・・・・・・・・・・・・・・・・幽値値白ーーー，司，．．． 

【議会の使命】
） 

県議会は民意を代表する議員の多彩な議会活動を通じて、県民の多様な意見を集約

議
① 議 二元代表制における議会・市長の責務 し、県政に適切に反映させる 神奈川県）

;j); ;j); 公明 ・－－－－司・ー，明朝・・・・・・・・・ーーーーーーーー””・．．．．．．．．．．ーーーーーー－－胃『圃・・・・・・・・・・・ー・ー 【議会運営の原則】
の

公平かつ公正な運営を原則とするとともに道民に聞かれた運営を行わなければなら 規定、確認事項なし 《考え方》
E華 j舌

市民に聞かれた議会としての活動 ない、合議制機関として円滑かつ効率的な運営に努めなければならない、道政上の課
員 動

題等に的確かつ機動的に対応するため適宜開会するなど年間を通じた議会運営に努め 【議会の役割】
の 原 ・・・・・・・・．．．，．・・・・・・・・－－－’『・・・・・・・・・・・値白ーー司司．．．．．．．．．．．．． ー・ーーーーーー．．．．．．．．．． る、会議案や意見案等の審議に際し積極的な議員相互の討議が行われるよう努める 議会は、市民の代表機閉止して、合議制である議事機関の特性を踏
j舌 回l （北1毎道） まえ、次に掲げる役割を担うものとする。
動

(1) 議案等の審議及び審査により、市の意思決定を行うこと。
原

【議会の役割】 (2）市長等の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。~lj 
議事機関として県の意思決定を行う、知事等の事務の執行について監視及び評価を (3）市政等の調査研究を通じ、政策立案及び政策提言を行うこと。

b役割・責任
行う、県政の課題に関し政策の立案及び提言を行う、議会活動で明らかとなった県政 (4）意見書、決議等により、国等への意見表明等を行うこと。

（議案事等務のの審監議視・・審
の課題、審議等の内容について県民に説明を行う（兵庫県） 〔5｝政策揮機.1目-g開館及民主目善査図るためs国自外の都市閏玄涜

査、評
【議会の機能強化】

存行う」とn

価、政策立案・調査研
議案の審議及び審査、政策立案及び政策提言並びに知事等の事務の執行の監視及び

究、意見書・決議等に
評価に関する議会の機能の強化を図る（岩手県） 【議会の活動原員lj]

よる国等への意見表 現在、地方自治体においては議会と首長と 議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基
明等） のご元代表制となっているものの、予算編成

【長との関係】 づき活動するものとする。
権とその臼常的な執行という首長の持つ権限

ネッ は相対的に大きく、近年の地方分権の推進に 議会は二元代表制の一翼として、議決権を有し、知事等が執行権を有するという互 (1）議会活動の公正性及び透明性を確保すること。

ト・無 より、その比重は一層増加しています。 いの役割分担の関係を尊重しつつ、共ば通の目標である県民生活の向上及び県勢の伸展 (2）市政の課題並びに議案等の審議及び審査の内容について、市

所属ク 二元代表制の本旨からも、また最も住民生 に向け、自らの機能を遂行しなけれならない（大分県） 民への説明責任を果たすこと。

ラブ 活に身近な自治体の主権在民を実現するため (3）議会の役割を不断に追求し、議会改革に継続的に取り組むこと。

にも、両輪の一方である議会が、これまで以 【議会の説明責任1

上の力を培い、首長権限との正当なバランス 議会運営における公正性及び透明性を確保するために必要な情報を公表するととも

を保っていく事が重要であると考えます。 に、議会活動を広く県民に公開し、県民に対する説明責任を果たす（宮城県） との考え方について、全会一致脊もって決定した。

【県（市）民との関係】
県民が議会活動に参画する機会を確保するよう努める、県民等の知見及び意見を審

査に反映させるため公聴会及びる参考人の制度の活用に努める、請願及び陳情を県民の
政策提案ととらえ必要と認め 場合、県民の意見を聴く機会を設けることができる
（広島県）

【広聴広報】
県民に聞かれた議会を実現するため多様な手段を活用して積極的な広報及び広聴に

努める（鹿児島県）



No.2 

基本的な論点
論点に対する会派等
提出の検討項目

（抽象化）
大分類 l中分類

会派等提出の検討項目

他都市における特徴ある取り組み 横浜市会の現状 考え方
提案
会派 l

検討内容

議
会
・
議
員
の
活
動
原
則

a位置付け 上記の中分類①議会の活動原則、 a位置付けと同様

②
議
員
の
活
動
原
則

b役割・責任
（議員間討議、住民意
見の把握、能力研さん
等）

自民 ｜議員活動

一・ 各都市とも議会基本条例において議員の活動原則として「議員の責務」、 「議員活
動」、 「議員の倫理」などの項目を規定

市会議員としての活動を明確化 ｜闘の責務】
議員は、公選による公職にある者として市民を代表して活動を行い、研さんに努め

高い倫理観に基づいて行動し、市民からの負託に応えなければならない（北九州市） 規定、確認事項なし

上記の中分類①議会の活動原則、a位置付けと同様

《考え方》

【議員の役割】
議員は、市民から選挙により選ばれた公職にある者として、かつ、合

議制の議事機関である議会を構成する一員として、次の役割を担うも
のとする。
(1）議案等の審議及び審査等を行うこと。
(2）市の政策形成に必要な調査研究を行うとともに、政策立案及び
政策提言を行うこと。

(3）各区の実情等の把握に努め、多様な市民の意見を市政に反映さ
せること。

【議員の活動原則】
議員は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基

づき活動するものとする。
(1）市民の意見を的確に把握し、市政全体を見据えた幅広い視点及
び長期的な展望を持って的確な判断を行うこと。

(2）議会は言論の場であること及び合議制の機関であることを踏ま
え、市民の代表として議員聞の活発な討議等により議会で十分な
審議を尽くすこと。

(3）自らの資質の向上に不断に努めるとともに、高い倫理性を常に確
立し、誠実かつ公正に職務を遂行し、議会活動を市民にわかりやす
く説明すること。

との考え方について、辛全一敬存もって決'.iF'した。

民主
【議員活動】
市民の意見と市政に関する課題を的確に把握し政策の決定及び形成に適切に反映さ

市会議員としての責任、義務、権利などにつlせるとと、市民を代表する機関を構成する者として市民福祉の向上と市の発展に資す
ドて明確にする。 lる調査研究を積極的に進めること、市の施策の効果を適切に評価しその公表に努める

こと、議会における政策の決定の過程等について市民に説明すること（さいたま市）

l【議員の倫理】
議員は県民の厳粛な負託により県政に携わる権能及び職責を有することを自覚し、

県民の代表として公正性及び高潔性を保持しなければならない（福島県）

公明 ｜議員の責務と議員活動のあり方



横浜市議会基本条例（構成案）

（前文）

－目的及び基本理念

・議会及び議員の役割、活動原則

・議会運営の原則

－会期

・委員会

・会派

－市民との関係

・広報及び広聴の充実

．情報の公開

・市長等との関係

．議決事件

・議会への説明等

．監視及び評価

・政策立案及び政策提言

．危機管理

・災害時の議会及び議員の役割

．議会の機能強化

・区行政との関わり

－学識経験者等の活用

．議員連盟

・研修及び調査研究

・議会局及び議会図書室の強化

－政治倫理、議員定数、議員報酬、政務活動費

．他の条例等との関係及び条例の見直し

－附良lj
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横浜市会議長

佐藤 茂様

平成 25年 5月 日

横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会

委員長嶋村勝夫

横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会報告書（案）

本委員会の付議事件について、次の調査を行ったので、その結果を報告します。

10 



初めに

横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会は、平成 19年の横浜市会議員

選挙後の 6月 14日付で、議長から市会運営委員会委員長あてに「地方分権の進展

や社会経済状況の変化など、市政を取り巻く環境が大きく変化している中で、市民

の代表である議会の持つ、施策を策定又は決定する議決機関としての機能、市長そ

の他の執行機関の監視機関としての機能など議会の果たす役割への市民の期待もま

すます高まっていることから、さらなる議会活動の活性化を図り、議会に対する市

民の期待に応えられるよう、次の事項について調査・検討を行っていただきたい」

との諮問があった。

その諮問事項に「本会議、常任・運営・特別委員会の運営等」として、 「議会ル

ールの透明性の向上、明確化（議会基本条例制定など）」の検討項目が含まれてい

た。

このため、市会運営委員会での検討の結果、議会基本条例に係る検討の場として、も

地方自治法第 11 0条及び横浜市会委員会条例第 5条の規定に基づく特別委員会を

設置することとなり、平成 23年 5月 31日の市会本会議の議決を得て、本特別委

員会が設置された。

その後、議会基本条例の制定に関する検討に当たって、各会派及び執行機関から

議会運営に関する課題等を提出いただき、提出された課題を項目別に大きく 5つに

分類したうえで、他の道府県及び政令指定都市等における取り組み等を調査すると

ともに、本市会の現状をあらためて確認しながら、調査・検討を行ってきた。

2年にわたる委員会活動の結果、各課題の解決に向けた新たな取り組みや、これ

までの取り組みの見直しなどを行うとともに、議会基本条例を制定することを決定

した。

この報告書は、横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会の 2年間にわた

る活動と協議結果等の内容を報告するものである。

委員長 嶋村勝夫
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1 付議事件

市政に係る諸課題の解決に向け、市会がその役割をさらに発揮していくため、

市会の立法機能を高めるなど、市会の自主的・自律的な改革を一層推進してい

く上で、市会議員としての活動や議会活動のあり方などを明確にするため、横

浜市会基本条例の制定に関する調査・検討を行うこと。

2 協議内容

( 1 ）各会派、議員及び当局から提出された検討項目

ア 大項目（ 1 ) 「議会・議員の活動原則」に関する検討項目

イ 大項目（ 2 ) 「議会と住民の関係」に関する検討項目

ウ 大項目（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関する検討項目

エ 大項目（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」に関する検討項目

オ 大項目（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関する検討

項目

カ 大項目（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関する検討項目

( 2 ）検討項目の協議結果に基づく会議規則、委員会条例などの改正内容

( 3 ）市会基本条例制定の必要性

( 4 ）市会基本条例での規定事項

3 協議方法等

( 1 ）議員活動、議会活動など市会全般について協議する。

( 2 ）現行の諸規定（会議規則、委員会条例など）の改正も含め協議する。

( 3 ）その他必要に応じた事項を協議する。

( 4 ）各検討事項の協議を行った後、議会基本条例制定の必要性について協議する。

( 5 ）議会基本条例に規定すべき事項について協議する。

4 委員会の運営方法等

( 1 ）原則、閉会中の活動とし、会期中は開催しない。

( 2 ）基本的な検討を行い、運用などの詳細は運営委員会などの所管に検討を委ね

る。
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5 これまでの委員会活動の経緯

( 1 ）平成 23年 6月 23日

当特別委員会の運営方法等について協議した結果、調査期間を概ね 2年程度

とし、平成 25年第 2田市会定例会において調査結果報告書を提出することと

した。

また、検討項目については、

・議員活動、議会活動など市会全般について協議すること。

－現行の諸規定（会議規則、委員会条例など）の改正も含め協議すること。

・各会派、議員及び当局から意見、課題等の提出を受け、協議すること。

以上のとおりとし、委員会終了後に各会派等へ検討項目の提出を依頼すること

とした。

( 2 ）平成 23年 8月 26日

各会派及び総務局から提出された検討項目について、考えや内容の説明を

受けた後、意見交換、質疑を行い、引き続き協議することと決定した。

( 3 ）平成 23年 12月 1日

各会派等から提出された検討項目の議論に当たっての参考とするため、資料

に基づき議会局の説明を受け、議会基本条例の役割、議会の憲法上の位置づけ、

議会の役割・機能等、及び、検討項目を整理するに当たり大きく 6つに分類し

た基本的な論点について、意見交換を行った。

各会派の意見を参考にさらに整理した検討項目（案）を作成し、次回委員会

から具体的な協議に入ることを決定した。

また、 「他都市における議会基本条例制定に伴う議会運営等の変更」に関す

る資料要求があり、委員会要求資料とすることとした。

( 4 ）平成 24年 1月 31日

委員会として共通認識を持てるようにするため、資料に基づき議会局の説明

を受け、議会基本条例の性格、位置付けについて、意見交換及び質疑行った。

その後、前回委員会で確認された基本的な論点に基づき、

-4 -



・当委員会で検討を行う項目

・運営委員会に協議を依頼する項目

．その他検討項目としない項目

に整理し、意見交換、質疑を行ったのち、運営委員会に協議を依頼する項目、

及び、検討項目としない項目については、委員長から運営委員会委員長、又は、

提出会派に申し入れすることを決定した。

また、前回委員会で要求のあった「他都市における議会基本条例制定に伴う

議会運営等の変更」について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、

質疑を行った。

( 5 ）平成 24年 4月 5日

平成 24年 4月 24日午後 l時 30分開会予定の委員会において、元全国都

道府県議会議長会議事調査部長の野村稔氏を参考人として招致し、 「議会改革

の条件、自主的・自立的な改革の推進」について意見聴取することを決定した。

なお、傍聴を希望する議員を募るため、委員長名で各議員あてに通知するこ

ととした。

また、平成 25年第 2回市会定例会での調査結果報告書の提出を前提に、 6

つの大分類ごとの検討スケジュール（案）について、資料に基づき、議会局の

説明を受け確認し、具体的な検討に入ることとした。

( 6 ）平成 24年 4月 24日

参考人の元全国都道府県議会議長会議事調査部長の野村稔氏から「議会改革

の条件、自主的・自立的な改革の推進」についての意見を聴取し、質疑を行っ

た。

なお、委員、議会局職員のほか 13名の議員が傍聴した。

( 7 ）平成 24年 5月 18日

大分類（ 2 ) 「議会と住民の関係」に関して、議会基本条例を制定している

1 6道府県、及び、 5政令市の特徴ある取り組みについて、資料に基づき議会

局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決定した。
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( 8 ）平成 24年 6月 6日

大分類（ 2 ) 「議会と住民の関係j に関し、前回委員会での議論や他都市の

取り組みを参考に、各検討項目に関する取り組み案とその課題等について、資

料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き次回委員会

で検討することとし、各会派に取り組み案の取りまとめに向けた協議を依頼し

た。

な｝お、 「他都市におけるポスター作成状況」、及び、 「常任委員会等のイン

ターネット中継の実施に要する経費」について、委員会要求資料とすることと

した。

また、平成 24年 7月 17日午後 2時開会予定の委員会において、山梨学院

大学法学部政治行政学科教授の江藤俊昭氏を参考人として招致し、 「議会基本

条例」について意見聴取することを決定し、傍聴を希望する議員を募るため、

委員長名で各議員あてに通知することとした。

( 9 ）平成 24年 7月 5日

大分類（ 2 ) 「議会と住民の関係」に関し、前回委員会で要求のあった「他

都市におけるポスター作成状況」、及び、 「常任委員会等のインターネット中

継の実施に要する経費」について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交

換、質疑を行った。

また、協議結果（案）について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交

換、質疑を行い、次回委員会でまとめるため、各会派での協議を依頼した。

C I 0）平成 24年 7月 17日

参考人の山梨学院大学法学部政治行政学科教授の江藤俊昭氏から「議会基本

条例」についての意見を聴取し、質疑を行った。

なお、委員、議会局職員のほか 18名の議員が傍聴した。

( 11 ）平成 24年 7月 24日

平成 24年 7月 5日開催の委員会で会派持ち帰りとした大分類（ 2 ) 「議会

と住民の関係」に関する協議結果（案）について、各会派の意見が分かれた項

氏
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目があり、また、議会広報に関する項目の実施に向けた協議の依頼先について

も意見の一致が得られなかった。

このため、多数意見を委員会としての協議結果とし、少数意見もあわせて報

告することを決定し、大分類（ 2 ) 「議会と住民の関係」に関する協議を終了

した。

次に、大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関し、議会基本条例を制定

している 22道府県、及び、 7政令市の特徴ある取り組みについて、資料に基

づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決

定した。

なお、 「本会議における一問一答方式とした場合の議場改修経費」、 「政令

指定都市における質疑・質問別実施状況、実施形態」、及び、 「発言時間等を

比較できる資料」について、委員会要求資料とすることとした。

( 12）平成 24年 8月 29日

平成 24年 7月 24日開催の委員会で決定した大分類（ 2 ) 「議会と住民の

関係」に関する協議結果について、資料により内容を確認した。

なお、議会広報・広聴に関する協議結果については、団長会議へ協議結果に

基づく取り組みの実施を依頼することとした。

次に、大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関し、前回要求のあった

「本会議における一問一答方式導入に係る議場改修経費」、 i及び、 「政令指定

都市における質疑・質問別実施状況、実施形態及び発言時間等」について、資

料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行った。

また、協議結果（案）について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交

換、質疑を行い、引き続き検討することを決定した。

( I 3 ）平成 24年 9月 21日

大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関し、資料に基づき議会局の説明

を受け、意見交換、質疑を行った。

なお、 「議会と執行機関の関係」に関する検討項目について、次回の委員会

で方向性・取り組み案をまとめるために、各会派で検討することとした。
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( 14）平成 24年 11月 9日

前回委員会で会派持ち帰りとした大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に

関する検討項目については、再度、会派持ち帰りとした。

次に、大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」に関し、議会基本条例を制

定している 22道府県、及び、 7政令市の特徴ある取り組みについて、資料に

基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを

決定した。

なお、 「地方自治法第 96条第 2項の規定による議決すべき事件に関する事

項」、 「他都市の各取り組みに関する議会基本条例の規定内容」、 「地方自治

法第 10 0条第 12項に規定されている協議又は調整を行う場の具体的な設置

状況」、及び、 「法制部門の人材確保などの人事配置に関する取り組み等」に

ついて、委員会要求資料とすることとした。

( I 5）平成 24年 11月 20日～ 21日（行政視察）

議会基本条例の制定に関する取り組みについて、他都市の先進事例を以下の

ように視察した。

ア 福島県議会（視察事項：議会基本条例の制定に関する取り組みについて）

議会基本条例の位置づけ、制定の意義、制定までの経緯及び制定後の取り組

みについて、意見聴取、質疑及び議場の見学を行った。

イ 宮城県議会（視察事項：議会基本条例の制定に関する取り組みについて）

議会基本条例の制定の経緯及び経過、基本条例の特徴ある取り組みについて、

意見聴取、質疑及び議場の見学を行った。

ウ 岩手県議会（視察事項：議会基本条例の制定に関する取り組みについて）

議会基本条例の制定の経緯及び経過、制定過程での工夫した点及び制定によ

って実施している具体的な取り組みについて、意見聴取、質疑及び議場の見学

を行った。

( 16）平成 24年 11月 26日

平成 24年 11月 9日開催の委員会で再度、会派持ち帰りとした大分 類

( 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関する検討項目について、各会派の意見が
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分かれた項目があった。

また、各会派の意見を議会局にまとめさせ、次回の委員会で取りまとめる取

り扱いとした。

次に、大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」に関し、前回委員会で要求

のあった「地方自治法第 96条第 2項の規定による議決すべき事件に関する事

項」、 「他都市の各取り組みに関する議会基本条例の規定内容」、 「地方自治

法第 10 0条第 12項に規定されている協議又は調整を行う場の具体的な設置

状況」、及び、 「法制部門の人材確保などの人事配置に関する取組等」につい

て、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討

することを決定した。

C I 7）平成 24年 12月 3日

大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関する検討項目について、前回委

員会での各会派の意見をまとめた資料について、議会局の説明を受けたのち、

意見の一致が得られなかった項目については、多数意見を委員会としての協議

結果とし、少数意見もあわせて報告すること、また、中分類②の「質疑・質問

の形態」及び「質疑・質問の形態に即した議場の改修」については、引き続き

検討していくことを決定した。

なお、各検討項目の協議結果に基づき、実施に向けた協議を市会運営委員会

に依頼することとした。

次に、大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」に関し、前回委員会で要求

のあった資料のうち、 「議決事件の拡大を議会基本条例で位置付けている都市

の規定内容及び議会基本条例以外の条例で規定している条例の規定内容と規定

に当たっての考え方や基準」及び「規定した計画の定期的な検証の機会に関す

る規定状況」については、作成次第、委員に配付することとし、 「法曹資格を

有する人材の活用状況」について、資料に基づき議会局の説明を受けたのち、

中分類ごとに意見交換、質疑を行い、次回委員会で各検討項目の方向性・取り

組み案を取りまとめるため、各会派での協議を依頼した。

( 18）平成 25年 1月 9日
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平成 24年 12月 3日開催の委員会で決定した大分類（ 3 ) 「議会と執行機

関の関係Jに関する協議結果について、全会一致で決定した項目、多数意見と

少数意見にわかれた項目を取りまとめた資料により内容を確認した。

次に、大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」に関し、平成 24年 11月

2 6日開催の委員会で要求のあった「議決事件の拡大を議会基本条例で位置付

けている都市の規定内容及び議会基本条例以外の条例で規定している条例の規

定内容と規定に当たっての考え方や基準」及び「規定した計画の定期的な検証

の機会に関する規定状況」と、前回の委員会で要求のあった「流山市の法曹資

格を有する任期付職員の給与」、及び、大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審

議」の検討項目の協議に当たっての考え方や協議の方向性などについて、資料

等に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行った。

また、各検討項目の方向性・取り組み案を次回の委員会で示したうえで、取

りまとめていくことを決定した。

なお、 「横浜市が策定している計画の一覧」と、その資料に「各計画に係る

予算について、分かる範囲で資料に示すこと」について、委員会要求資料とす

ることとした。

( I 9）平成 25年 1月 25日

大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」に関し、前回委員会で要求のあっ

た「横浜市が策定している計画の一覧」、及び、検討項目の「方向性・取り組

み（案）」について、資料等に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を

行い、次回委員会でまとめるため、各会派での協議を依頼した。

次に、大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修J、及び、

大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」を併せて協議することとし、

まず、次に、大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関

し、議会基本条例を制定している 22道府県、及び、 8政令市の特徴ある取り

組みについて、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引

き続き検討することを決定した。

なお、 「海外視察を原貝lj1回とした理由や根拠」、及び、 「他都市における

報酬検討機関の構成員や仕組み」について、委員会要求資料とすることとした。

-10 -



次に、大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関し、 19政令

指定都市の特徴ある取り組みについて、資料に基づき議会局の説明を受け、意

見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決定した。

なお、 「区づくり推進横浜市会議員会議の設置の経緯」、 「区づくり推進横

浜市会議員会議の議事録の形態と取り扱い」、 「個性ある区づくり推進費の審

査形態（案）」、及び、 「他都市議会の区行政への関与に伴う議事録の取り扱

い」について、委員会要求資料とすることとした。

( 2 0）平成 25年 2月 13日

前回委員会で会派持ち帰りとした大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」

に関する検討項目について、意見が分かれた項目があった。

また、各会派の意見を議会局にまとめさせ、次回の委員会で示したうえで、

取りまとめる取り扱いとした。

次に、大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関し、

前回委員会で要求のあった「海外視察を原則 l回と規定した理由や根拠」、及

び、 「他都市における報酬検討機関の構成員や仕組み」について、資料に基づ

き議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決定

した。

次に、大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関し、前回委員

会で要求のあった「区づくり推進会議の設置の経緯」、 「区づくり推進会議の

議事録の形態と取り扱い」、 「区行政への議会審議・審査の方法J、及び、

「他都市における区行政への議会の関与と議事録等の公開」について、資料に

基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを

決定した。

( 2 I）平成 25年 4月 15日

平成 25年 2月 13日開催の委員会で決定した大分類（ 4 ) 「議会の組織・

権限・審議」に関する協議結果について、全会一致で決定した項目、多数意見

と少数意見に分かれた項目を取りまとめた資料により内容を確認するとともに、

議決事件の拡大に関する多数意見の中で、各分野における基本的な計画等を所
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管の常任委員会で議決事件とすることについて判断する際の指標を定める必要

があるとの意見があったことから、指標の案についてもあわせて確認した。

なお、決定した各検討項目の協議結果に基づき、実施に向けた協議を団長会

議及び市会運営委員会に依頼することとした。

次に、大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関し、

前回の委員会で要求のあった「適正な議員定数や議員報酬についての有識者の

意見等」、及び、前回委員会での議論を踏まえ作成した各検討項目の方向性・

取り組み案について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行

い、次回委員会でまとめるため、各会派での協議を依頼した。

次に、大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関し、前回委員

会での議論を踏まえ作成した各検討項目の方向性・取り組み案について、資料

に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、次回委員会でまとめる

ため、各会派での協議を依頼した。

次に、今後の委員会の運営方法として、次回の委員会で、大分類（ 1 ) 「議

会・議員の活動原則」と、継続協議となっている大分類（ 3 ) 「議会と執行機

関の関係」に関する検討項目の「質疑・質問の形態」、及び、 「議会基本条例

制定の必要性」について協議することを確認した。

なお、大分類（ 1 ) 「議会・議員の活動原則」に関する検討項目は、 「議会

基本条例制定の必要性」について協議した後に、その結果に基づき協議するこ

とを確認した。

( 2 2）平成 25年 4月 24日

大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関し、前回委

員会で要求のあった「海外視察費用への政務調査費の充当に係る裁判例」

「議員派遣（海外視察）の実施状況等」、及び、 「本市会における海外視察の

実績」について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行った。

その後、大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関す

る検討項目のうち、初めに、議員派遣の海外視察について、各会派の意見を聴

取したところ、意見の一致が得られなかったため、多数意見を委員会としての

協議結果とし、少数意見もあわせて報告することを決定した。
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なお、決定した協議結果に基づき、実施に向けた協議を団長会議に依頼する

こととした。

次に、議員派遣を除く、その他の大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政

務調査費、研修」に関する検討項目について、各会派の意見を聴取し、費用弁

償の支給形態の例示を次回委員会で示したうえで、支給形態について協議を行

い、その他の項目とあわせ取りまとめることとした。

次に、大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関し、前回委員

会で要求のあった「政令指定都市における区自治協議会制度の活用状況」につ

いて、資料に基づき議会局の説明を受けた後、各会派の意見を聴取し、区づく

り推進横浜市会議員会議運営要領の改正案を次回委員会で示したうえで、協議

を行い、その他の項目とあわせ取りまとめることとした。

次に、継続協議となっている大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係Jに関す

る検討項目の質疑・質問の形態については、次回委員会で協議することを決定

し、各会派での協議を依頼した。

次に、大分類（ 1 ) 「議会・議員の活動原則」に関し、議会基本条例を制定

している 22道府県、及び、 8政令市の特徴ある取り組みについて、資料に基

づき議会局の説明を受け、 「議会基本条例制定の必要性」の協議とあわせ、次

回委員会で引き続き検討することを決定し、各会派での協議を依頼した。

( 2 3）平成 25年 5月 7日

大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関し、費用弁

償の支給形態の例示するため、 「政令指定都市における費用弁償の支給状況」

及び、 「費用弁償の支給について（案）」の資料に基づき、議会局の説明を受

け、意見交換、質疑を行い、次回委員会で取りまとめるため、各会派での協議

を依頼した。

また、大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」のそのほ

かの検討項目に対する前回委員会での意見を取りまとめた資料により確認した

が、議員派遣に関して自民党委員より、海外視察の資格要件に関し、 「議員と

しての経歴が 2年に満たない期間は実施できない」とした前回の意見表明につ

いて、年数制限を廃止する意見に変更したいとの申し出があったため、各会派
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の意見を聴取し、次回委員会でまとめるため、会派持ち帰りとした。

次に、大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関して、区づく

り推進横浜市会議員会議の公開については、平成 25年 4月 24日開催の委員

会でそれぞれ 4つの意見に分かれたため、あらためて各会派の意見を聴取した

ところ、意見の一致が得られなかったため、多数意見を委員会としての協議結

果とし、少数意見もあわせて報告することを決定した。

また、区づくり推進横浜市会議員会議運営要領の改正案を示すこととしてい

たが、担当する市民局Jと調整中のため、次回委員会で示すこととした。

次に、継続協議となっている大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関す

る検討項目の質疑・質問の形態について、各会派の意見を聴取し、次回委員会

で取りまとめるため、会派持ち帰りとした。

次に、 「議会基本条例制定の必要性」について、各会派の意見を聴取したと

ころ「議会、議員の活動内容や横浜市会が取り組む事項等を市民に明確に示し、

市民に市会の役割や活動状況を理解していただくために、議会基本条例は必

要」との意見で一致したため、次回委員会で取りまとめることとした。

次に、大分類（ 1 ) 「議会・議員の活動原則」の検討項目の考え方ついて、

各会派の意見を聴取したところ、一部修正の意見があり、次回委員会で取りま

とめるため、会派持ち帰りとした。

( 24）平成 25年 5月 13日

6 各検討項目及び協議結果

別紙 1のとおり f茨；＂§，｛if)

7 議会基本条例の構成（案）

別紙 2のとおり （;j守」寝付j
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8 議会基本条例制定に向けたまとめ

横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会は、 2年に及ぶ活動を終える

が、横浜市会の各会派及び執行機関から提出された市会全般にわたる検討課題を

精力的に協議し、細部にわたり検証を行い、より効率、効果的で市民に分かりや

すい議会をめざし、さまざまな課題に取り組み、その結果を表してきた。

横浜市会議員各位におかれては、当特別委員会の協議結果に基づく、新たな取

り組みや見直しについて、添付資料により確認いただき、それらを着実に実施す

ることで、市会の活動をより明確化し、市会の役割や活動状況を市民に分かりや

すく理解いただける市会にしていくということを認識して活動する必要がある。

議会基本条例は、市会運営委員会での協議を経て制定いただくこととしたが、

条例の作成に当たっては、別紙の構成（案）に記載の各項目ごとに、当特別委員

会での協議結果に基づく取り組みや、横浜市会のこれまでの取り組みを盛り込ん

だ条例とされたい。

終わりに、当特別委員会は、議会基本条例の制定に向けた協議を行い、その結

果として議会基本条例は必要であるとしたが、この協議の中で各委員から、議会

基本条例の制定が目的ではなく、条例制定が始めとなり、さらなる検証や見直し

を行い、二元代表制の一翼を担う市会がその役割をより発揮できるようにしてい

くことが重要であるとの意見があったことを申し添えて、議会基本条例の制定に

関する調査特別委員会の報告とする。
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。横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会名簿

委員長 嶋 キす 勝 夫 （自由民主党）

副委員長 花 上 喜代志 （民主党）

同 和 田 車 生 （公明党）

委 員 草 間 剛 （自由民主党）

同 斉 藤 達 也 （自由民主党）

同 松 本 研 （自由民主党）

同 今 里子 典 人 （民主党）

同 高 橋 正 治 （公明党）

同 有 キナ 俊 彦 （みんなの党）

同 伊 藤 大 貴 （みんなの党）

同 荒 木 由美子 （日本共産党）

同 井 上 さくら （無所属クラブ）
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